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ヘルメットは自分の未来を守るた増
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令和５年４月から全ての自転車利用者に対し、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課され
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道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており、
歩道と車道の区別がある道路では市道通行が原則です。 『
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側１
通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って
通行してください。

②，蘇置薩源固持鱗編審を編纂も
道路儒縮まａこより、歩道を通行できる場合は、車道寄り
の部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなけ］ｒｕ雷なり
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一時停止標識のある交差点では、
必ず止まって左右の安全を確認
しましょう。

　　　　　　　　
信葛淑必ず守り、渡るときは安全を
確認しましょう。

Ｉ饗圏回転建議正一露霧ｇ
自動車の場合と同じくお酒を
飲んだときは、自転車を運転
してはし”ブません。

Ｘ

「自転車指導啓発重点地区・路線」の設定
都道府県警察では、自転車指導啓発重点地区・路線におし、て、重点的・計画的に
自転車通行空間の整備、啓発活動及び指導取締りを推進してし、ます。
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康鋤駆動
無灯火は、周りから自転車が見え
にくくなるので非常に危険です。
夜間はライトを点灯し、反射器材を
備えた自転車を運転しましょう。
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事故による被害を軽減させるため、乗車用
ヘルメットをかぶりましょう。

※令和５Ｅ４月１日から、

　

全ての自転車利用者に対して

　

乗車用ヘルメット着用の努力義務が
課されてし壊すｏ

　　　

禽

自転車指導啓発重点地区・路線は
各都道府県警察の
ウェブサイトで

　

チェック！


